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介護報酬請求における注意点

（１）介護報酬請求の流れ

【４月サービス提供分を５月に請求した場合】

請求期間 審査決定通知等

（事業所 ⇒ 国保連） （国保連 ⇒ 事業所）

4月1日～4月30日 5月1日～5月10日 5月31日頃 6月25日頃

【４月サービス提供分を５月に請求した場合】

請求期間 審査決定通知等

（事業所 ⇒ 国保連） （国保連 ⇒ 事業所）

4月1日～4月30日 5月1日～5月10日 5月31日頃 6月25日頃

連絡・調整 　給付管理票の提出

　　　　　・介護報酬の支払

居宅介護支援
事業所

地域包括支援
センター

短期入所のケース

本入所のケース

　　　　　・審査決定(支払決定通知書等)

　　　　　・介護給付費明細書の請求

サービス事業所 国保連合会
サービス提供期間 入金日

　　　　　・介護報酬の支払

　　　　　・審査決定(支払決定通知書等)

　　　　　・介護給付費明細書の請求

国保連合会サービス事業所
入金日サービス提供期間



介護報酬請求における注意点

（２）介護報酬請求時の注意事項

介護サービスは、基準に合致することを前提として事業への自由な参入を認めていること
から、基準違反に対しては、厳正に対応すべきであるとされています。よって、自主点検や、
実地指導・監査等で不正又は不適正な請求が判明した場合には、誤って受領した介護報酬は
過誤調整（返還）をしなければなりません。

＜これまでに報酬返還となった場合の主な事由＞

・「加算の算定要件を満たしていないにも関わらず報酬を算定していた」
・「入退所日を誤って記録しており、利用日数より多く報酬を請求していた」
・「職員の人員基準を満たしていないにも関わらず人員基準欠如減算を算定していなかっ
た」

※ 人員基準欠如減算は、利用者全員に対して基本報酬単位数の70％での算定となり、さら
には、サービス提供体制強化加算などの特定の加算が算定できなくなるため、一度に多額の
返還金が生じることになりますので特に注意してください。



介護報酬請求における注意点

【参考】

○ 人員・設備及び運営基準や加算の要件を確認したい場合
・市ＨＰ「横浜市 運営の手引き」

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-
kaigo/kaigo/shinsei/kyotaku/5tebiki/tebiki.html

○ 間違った給付費明細書（請求書）を取り下げしたい場合
・市ＨＰ「横浜市 各種申請関係：介護報酬請求関連資料」

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-
kaigo/kaigo/shinsei/houshu.html

○ 給付費明細書（請求書）の記載方法を確認したい場合
○ 国保連合会から届く通知の見方を確認したい場合

・神奈川国保連合会ＨＰ「介護保険事業者のみなさまへ」
https://www.kanagawa-kokuho.or.jp/kaigohoken/
ダウンロードファイル
≪介護給付費請求の手引き≫
≪支払関係帳票と返戻事由の解説≫
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３ 事業者の皆様にご留意いただきたいこと
４ 各種助成制度の扱い



介護保険料の滞納に伴う保険給付の制限について

１ 給付制限の趣旨

介護保険料は、介護サービスに必要な費用をまかなう非常に重要な財源であり、介護保険
制度を維持していくためには、介護保険料を納付していただくことが大切です。また、保険
料を滞納している被保険者が通常どおり保険給付を受け続けることは、被保険者間の公平感
を損なうものであり、他の被保険者の保険料納付意欲を減退させることとなります。
そのため、介護保険法では、特別な理由もなく長い間保険料を納付しない被保険者に対し、
介護保険サービスを利用した際の保険給付を制限すると規定されています。



介護保険料の滞納に伴う保険給付の制限について

２ 給付制限の概要
○ 給付制限の適用原因と処置の内容

介護保険料を長期間納付していない被保険者に対し、未納期間等に応じて、次のような
給付制限措置がとられます。

給付制限の種類
【根拠法令】 適用の原因 措置の内容 適用期間 備考

償還払い化
（支払方法の変更）

【法第66条】

納期限から1年以上保
険料を滞納

注１

サービス利用の際、
いったん全額を負担し
ます。

注２

原則未納が解消される
まで

補足給付も償還払いの
対象となる

保険給付の支払いの一
時差止・滞納保険料の
控除

【法第67条】

償還払い化が措置され、
かつ、納期限から１年
６か月以上保険料を滞
納

償還払い分の保険給付
が差し止められ、滞納
保険料が控除される。

原則未納が解消される
まで

給付額減額

【法第69条】

保険料を2年以上滞納
し、かつ、保険料徴収
権消滅期間（時効の期
間）がある

注３
注４

サービス利用時の自己
負担が３割または４割
負担となる。

注５

保険料徴収権消滅期間
に応じた期間

高額介護（予防）サー
ビス費、高額額医療合
算介護（予防）サービ
ス費、補足給付も支給
されない



２ 給付制限の概要

介護保険料の滞納に伴う保険給付の制限について

①支払方法の変更（償還払い化）
要介護認定を受けた第１号被保険者が、納期限から１年間保険料を納付していな

い場合は、特別な事情がある場合を除き、現物給付から償還払いによる給付となり
ます。

未納が解消されるまで、原則として期間の終期はありません。
給付制限の種類
【根拠法令】 適用の原因 措置の内容 適用期間 備考

償還払い化
（支払方法の変更）

【法第66条】

納期限から1年以上
保険料を滞納

注１

サービス利用の際、
いったん全額を負担
します。

注２

原則未納が解消され
るまで

補足給付も償還払い
の対象となる

（注1） 被保険者証（第三面）の給付制限の欄に「支払方法の変更」の記載を原則として要介
護認定等の際に行います。なお、支払方法の変更の措置開始日は、証交付日の属する
月の翌月1日となります。

（注2） 保険給付対象分については後日、被保険者本人の申請に基づき、償還払いとなります。
また、対象者が介護保険施設に入所している場合は、入所時の食費・居住費（滞在費）
についてもいったん基準費用額を自己負担し、後日、申請により償還払いとなります。
なお、保険外の負担（日常生活品費等）については、通常の方と同様です。



２ 給付制限の概要

介護保険料の滞納に伴う保険給付の制限について

②保険給付の支払いの一時差止
要介護認定を受けた第１号被保険者で、支払い方法の変更を措置された者が、納期限から

１年６か月間介護保険料を納付していない場合は、償還払いによる給付の一部または、全部
を差し止めます。また、保険給付を差し止めてもなお納付が無い場合には、差し止めている
保険支給額から滞納保険料を控除できます。

給付制限の種類
【根拠法令】 適用の原因 措置の内容 適用期間 備考

保険給付の支払いの
一時差止・滞納保険
料の控除

【法第67条】

償還払い化が措置さ
れ、かつ、納期限か
ら１年６か月以上保
険料を滞納

償還払い分の保険給
付が差し止められ、
滞納保険料が控除さ
れる。

原則未納が解消され
るまで



２ 給付制限の概要

介護保険料の滞納に伴う保険給付の制限について

③給付額減額
保険料の徴収権が時効により消滅した期間（保険料徴収権消滅期間）がある場合は、特

別な事情がある場合を除き、保険料徴収消滅期間に応じて、保険給付率が引き下げられま
す。

給付制限の種類
【根拠法令】 適用の原因 措置の内容 適用期間 備考

給付額減額

【法第69条】

保険料を2年以上滞
納し、かつ、保険料
徴収権消滅期間（時
効の期間）がある

注３
注４

サービス利用時の自
己負担が３割または
４割負担となる。

注５

保険料徴収権消滅期
間に応じた期間

高額介護（予防）
サービス費、高額額
医療合算介護（予
防）サービス費、補
足給付も支給されな
い

（注3）居宅介護サービス計画費（介護予防サービス計画費）については、自己負担
がないため10割が保険給付として居宅介護支援（介護予防支援）事業者に支
払われます。

（注4）被保険者証（第三面）の給付制限の欄に「給付額の減額」の記載を原則とし
て要介護認定等の際に行います。なお、給付額減額措置の開始日は、証交付
日の属する月の翌月1日となります。

（注5）給付額減額措置時の負担割合は、通常の自己負担が１割または2割となる被保
険者は3割負担、通常の自己負担が3割となる被保険者は4割負担となります。



３ 事業者の皆様にご留意いただきたいこと

（１）被保険者証の確認の徹底について
被保険者はサービスを受ける際にその都度、事業者に被保険者証を提示することが義務付け
られています（規則第63条）。それにも関わらず、給付制限の記載が見逃され、国保連の審
査で返戻となってから気づかれるケースが発生しています。
円滑な事業運営のため、サービス提供時及び費用徴収時には必ず被保険者証を確認し、給付
制限に関する記載がある場合は、利用者からの利用料徴収方法を間違えないようにお取り扱
い願います。

介護保険料の滞納に伴う保険給付の制限について

印 サービス提供時に被保険者証の提示を受けた際には、ここも必ず確認してください。

令和2年11月1日から
支払方法の変更

令和2年11月1日から
令和3年3月31日まで
給付額減額

0123456789

○○○－○○○○
横浜市中区本町6-50-10

介護 太郎

昭和５年〇月〇日

令和２年〇月〇日

要介護３

R2.11.1

R2.11.1 ～ R3.10.31

R2.11.1 ～ R3.10.31
○○○センター



介護保険料の滞納に伴う保険給付の制限について

３ 事業者の皆様にご留意いただきたいこと

（２）支払方法の変更（償還払い化）の場合
被保険者証に支払方法の変更措置の終了日が記載されている場合、終了年月日までのサービ
ス利用が償還払いとなります。終了年月日の翌日以降は現物給付となりますので、誤って費
用徴収を行ってしまった場合には、お手数ですが、利用者との間で清算のうえ、保険給付分
について国保連合会に請求してくださるようお願いします。
なお、支払方法の変更措置が解除になるのは解除要件を満たした日の翌日（生活保護につい
ては開始日）であることから、月途中の場合も多いため、月単位ではなくサービス提供時ご
とに費用徴収を行っている事業者の方は、特にご注意ください。



介護保険料の滞納に伴う保険給付の制限について

３ 事業者の皆様にご留意いただきたいこと

（３）給付額減額の場合
被保険者証には、給付額の減額の開始年月日・満了年月日を記載しています。満了年月日の
翌日以降は、被保険者の負担割合に応じて給付率が給付額減額措置前の負担割合に戻ります
ので、通常どおりの利用者負担額を徴収してください。誤って給付額減額措置中の利用者負
担額で徴収してしまった場合、お手数ですが、利用者との間で精算のうえ、保険給付分につ
いて、国保連合会に請求してくださるようお願いします。
なお、満了年月日前に給付額減額措置が解除になるのは、要介護被保険者が被保護者になる
等特別な事情に該当すると認めた日の属する月の前月末日であるため、解除の効果は解除し
た月の初日にさかのぼります。



介護保険料の滞納に伴う保険給付の制限について

３ 事業者の皆様にご留意いただきたいこと

（４）支払方法の変更と給付額減額が重複している場合
利用者が「支払方法の変更措置」を受けている期間と「給付額減額措置」を受けている期間
が重複する場合には、その期間内はサービスを利用する際の費用がいったん全額自己負担に
なりますので、ご注意ください。
また、上記２の場合を含め、支払方法の変更が措置されている被保険者からの費用徴収時に
は、「領収書」と併せて「サービス提供証明書」の交付をお願いします。居宅介護支援事業
者の場合は、さらに「給付管理票」も利用者にお渡しください。

保険給付の支払方法の変更措置を受け、サービス利用時に全額自己負担した（ 10割分を支

払った）被保険者が区役所保険年金課で償還給付を申請する際には、次の書類が必要となり

ます。

・介護保険被保険者証
・介護保険給付費等支給申請書

・領収書

・サービス提供証明書

※居宅介護サービス計画費の申請の場合は「給付管理票」も必要

＊サービス提供証明書の様式は、横浜市役所のホームページからダウンロードできます。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/houshu.html

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/houshu.html


介護保険料の滞納に伴う保険給付の制限について

４ 各種助成制度の扱い

給付制限措置を受けた場合でも、それぞれの助成認定証等には、給付制限措置についての
記載等は行いませんので、必ず介護保険被保険者証で確認してください。
（１）介護サービス自己負担助成

（ア）支払方法の変更の場合
介護サービス自己負担助成を受けていない方と同様、助成額分も含めた費用の全額をサービス事業者

に支払い、領収書等の必要書類を持参のうえ、区保険年金課で償還給付手続きを行うこととなります。
保険給付分の償還給付申請を行うことにより、自動的に助成金は被保険者の口座に支給されます。

（保険給付分と別に、介護サービス自己負担助成分の償還支給申請を行う必要はありません。）

（イ）給付額減額の場合
利用者負担を軽減する趣旨に鑑み、助成率が
７／100の場合は、自己負担 ３％ → ９％ となります。
５／100の場合は、自己負担 ５％ → 15％ となります。



介護保険料の滞納に伴う保険給付の制限について

４ 各種助成制度の扱い

（２）社会福祉法人による利用者負担軽減
（ア）支払方法の変更の場合

社会福祉法人による利用者負担軽減（以下「社福軽減」といいます。）については、支払方法の変更
の対象者でも社福軽減の対象となっている場合がほとんどです。

この場合は、社福軽減による軽減分を除いた自己負担分及び保険給付分を事業者に支払った後、保険
給付分について償還給付の申請を区役所に行うことになります。
（前年度の介護保険料に未納がある場合は社福軽減の対象外となり、利用者負担軽減証は交付されませ
ん。）

① 負担軽減後の自己負担分（軽減割合が５０％の場合５％、軽減割合が２５％の場合７.５％）

②保険給付分（通常９０％）

①と②を事業者に支払った後に、②の保険給付分を区役所に償還給付申請することとなります。



介護保険料の滞納に伴う保険給付の制限について

４ 各種助成制度の扱い

（２）社会福祉法人による利用者負担軽減
（イ）給付額減額の場合

利用者負担を軽減する趣旨に鑑み、軽減割合が
50％の場合は、自己負担 ５％ → 15％ となります。
25％の場合は、自己負担 7.5％ → 22.5％ となります。

【凡例】
○法・・・・・・介護保険法（平成９年12月17日法律第123号）
○令・・・・・・介護保険法施行令（平成10年12月24日政令第412号）
○規則・・・・・介護保険法施行規則（平成11年3月31日厚生労働省令第36号）



３ 第三者行為の届出

１ 概要
２ 届出場所
３ 届出書類
４ 発見のポイントと注意点



第三者行為の届出について

（１）概要
交通事故や傷害事件など、第三者の行為が原因で、被保険者が介護サービスを利用した場合は、介護費用

について、原則、第三者（加害者）が負担することになります。しかし、介護保険を利用した場合は、介護
費用の保険給付分を保険者（横浜市）が一時立て替えて支払います。その後、立て替えた保険給付分につい
て、被保険者（被害者）に代わり加害者に請求することになります。

そのため、保険者が給付したものについて、第三者行為によるものかを把握するため、被保険者より第三
者行為の届出が必要となります。

（２）届出場所
被保険者のお住まいの区の区役所保険年金課
※住所地特例対象者は保険者になっている担当部署

（３）届出書類
① 第三者の行為に係る届出書
② 念書
③ 交通事故証明書（写可）（または事実申立書 ※傷病の原因が交通事故以外の場合）
④ 事故発生状況報告書（写可）

（⑤）示談が成立している場合は示談書（写可）
（⑥）その他、必要と認められる書類

※ 届出書類一式は、横浜市役所のホームページからダウンロードできます。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/fukushi-kaigo/koreisha-kaigo/kaigo-hoken/kaigo-daisansya.html

https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/fukushi-kaigo/koreisha-kaigo/kaigo-hoken/kaigo-daisansya.html


第三者行為の届出について

（４）発見のポイントと注意点

＜注意点＞
将来介護費用を含む示談を行った場合は、示談後からの介護サービス費について、示談時の将来介護費用

を上限として、保険給付が受けられなくなります（介護費用は示談金の将来介護費用分でまかなう）。
万が一、将来介護費用を含む示談後に保険給付を受けた場合は、二重に保険給付を受けたことになるため、

当該費用の返還請求を行うことがあります。

○介護サービスの増加
○要介護度の区分変更
○利用者からの相談
○保険会社からの相談
○弁護士からの相談

第三者の行為が原因で介護サービスの利用開始または
介護サービスの追加が行われたかどうかを聞き取り

区役所保険年金課へ届出書の提出を案内



４ 自己負担助成制度

１ 助成までの流れ
２ 各助成対象サービス等
３ 助成適用後の利用者負担額の計算方法について
４ 資料について



介護サービス自己負担助成制度について（１）

１ 助成までの流れ
被保険者が助成制度を利用するためには、区役所で申請手続きが必要です。申請の結果、助成対象者とし

て認定を受けると助成証が交付されます。
事業所は、被保険者から助成証の提示があった場合は、「助成証記載の現物給付開始年月」の月以降につ

いては、「助成率」「自己負担上限額」を基に助成額を算出し、助成対象となる介護保険サービスの利用者
負担分から助成額を差し引いた額を、被保険者に対して請求します（施設居住費助成を除く）。
※国保連への保険請求は本制度の考慮不要。市への実績報告も不要。

横浜市は、国保連審査後の給付実績を基に助成金の振込を行います（一部例外を除き審査月の約２か月
後）。

介護サービスの利用料等を負担することが困難で、一定の資産・収入基準等に該当する方は利用者
負担が軽減されます。「在宅サービス助成」「施設居住費助成」「グループホーム助成」の３種類が
あります。
助成内容は各サービスで異なり、「定率助成」「定額助成」「家賃等助成」があります。



介護サービス自己負担助成制度について（２）

２ 各助成対象サービス等
（１）在宅サービス助成

＜対象サービス＞

＜助成対象要件及び助成内容＞

訪問介護 （介護予防）短期入所生活介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

（介護予防）訪問入浴介護 （介護予防）短期入所療養介護 看護小規模多機能型居宅介護

（介護予防）訪問看護 特定施設入居者生活介護 ※１ ※３ 総合事業による訪問型サービス ※２

（介護予防）訪問リハビリテーション （介護予防）認知症対応型共同生活介護 ※１ 総合事業による通所型サービス ※２

通所介護 ※３ 夜間対応型訪問介護

（介護予防）通所リハビリテーション （介護予防）認知症対応型通所介護

（介護予防）福祉用具貸与 （介護予防）小規模多機能型居宅介護

※１短期利用（ショートステイ）の場合に限る
※２指定事業所によるものかつ、利用者負担が
　　定率のものに限る
※３地域密着型を含む

第１段階 第２段階 第３段階

合計所得金額と公的年金等収入額（非課税
年金を除く）の合計が80万円以下の方

第２段階以外の方

資 産 基 準

利用者負担を３％に軽減
また、なお残る自己負担額が4,500円
を超える場合にその超えた額を助成

利用者負担を５％に軽減
また、なお残る自己負担額が7,500円
を超える場合にその超えた額を助成

利用者負担を５％に軽減
また、なお残る自己負担額が12,300円
を超える場合にその超えた額を助成

助成段階

収入基準等

助
成
対
象
要
件

助　成　内　容

生活保護受給者を除く
介護保険料第１段階の方

金融資産（現金、預貯金、有価証券）が350万円以下（複数人世帯の場合は、当該被保険者を除く世帯員１人につき100万円
を加えた額以下）であり、あわせて、居住用不動産（土地（200㎡以下）及び家屋）以外の不動産を所有していないこと

市民税非課税世帯で、年間収入見込額の合計が150万円以下の方
（複数人世帯の場合は、上記要件に加え、当該被保険者を除く世帯員１人につき50万
円を加えた額以下となる方）



介護サービス自己負担助成制度について（３）

（２）施設居住費助成
＜対象サービス＞

＜助成対象要件及び助成内容＞
第１段階 第２段階

生活保護受給者を除く介護保険料第１段階で、
年間収入見込額の合計が50万円以下の方

市民税非課税世帯で、年間収入見込額の合計が
50万円以下の方

資 産 基 準

その他の要件

助　成　内　容 ユニット型個室の居住費を月額5,000円程度助成（日額：165円）

※複数人世帯の場合は、上記要件に加え、当該被保険者を除く世帯員１人につき50万円を加えた額以下となる方

助成段階

助
成
対
象
要
件

収入基準等

金融資産（現金、預貯金、有価証券）が350万円以下（複数人世帯の場合は、当該被保険者を除く世帯員１人につき100万
円を加えた額以下）であり、あわせて、居住用不動産（土地（200㎡以下）及び家屋）以外の不動産を所有していないこと
・介護保険負担限度額認定（第１・第２段階）を受けていること　・税法上の被扶養者でないこと



介護サービス自己負担助成制度について（４）

（３）グループホーム助成（※参考）
＜対象サービス＞

＜助成対象要件及び助成内容＞
第１段階 第２段階 第３段階

合計所得金額と公的年金等収入額（非課税
年金を除く）の合計が80万円以下の方

第２段階以外の方

資 産 基 準

その他の要件
利用者負担を５％に軽減

また、なお残る自己負担額が12,300円
を超える場合にその超えた額を助成
家賃・食費・光熱水費について、
月額30,000円を上限として助成

助　成　内　容

利用者負担を５％に軽減
また、なお残る自己負担額が7,500円を超える場合にその超えた額を助成

家賃・食費・光熱水費について、月額55,000円を上限として助成

助成段階

収入基準等
生活保護受給者を除く

介護保険料第１段階の方

市民税非課税世帯で、年間収入見込額の合計が150万円以下の方
（複数人世帯の場合は、上記要件に加え、当該被保険者を除く世帯員１人につき50万
円を加えた額以下となる方）

金融資産（現金、預貯金、有価証券）が350万円以下（複数人世帯の場合は、当該被保険者を除く世帯員１人につき100万円
を加えた額以下）であり、あわせて、居住用不動産（土地（200㎡以下）及び家屋）以外の不動産を所有していないこと

助
成
対
象
要
件

・3か月以上横浜市に居住していること　・税法上の被扶養者でないこと



介護サービス自己負担助成制度について（５）

３ 助成適用後の利用者負担額の計算方法について
計算方法は、横浜市ホームページの資料をご確認ください。（４ 資料について参照）

【参考】
在宅サービス助成及びグループホーム助成の定率助成の場合、

「総費用額－保険給付額－助成額 ＝助成適用後の利用者負担額」の計算式で求めます。
本制度において、在宅サービス助成第２段階助成者(助成率５％(総費用額の5/100))であり、保険給付額

8,235円（給付実績上：総費用額9,151円、１割負担額916円）の場合

※社会福祉法人による利用者負担軽減等、他の助成・軽減制度も合わせて対象となる場合、「他の助成・軽減制
度」が優先されます。

４ 資料について
本制度の詳細については、横浜市ホームページに掲載しております。

【介護サービス自己負担助成関連資料】
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/shinsei.html#5

総費用額（100％）
保険給付額[8,235]＋
利用者負担額[916]＝9,151円

助成額（５％）
総費用額[9,151]×5/100=457.55
１円未満切捨て ⇒ 457円

助成適用後の利用者負担額
総費用額[9,151－保険給付額[8,235]

－助成額[457]＝459円

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/kaigo/shinsei/shinsei.html#5


５ 負担限度額認定

１ 概要
２ 対象となるサービス
３ 対象者
４ 負担限度額及び基準費用額
５ 特定入所者介護サービス費等の支給までの流れ
６ 特定入所者サービス費について
７ 負担限度額認定証について
８ 最後に



介護保険負担限度額認定制度について

〇市民税非課税世帯等の要介護・要支援者が施設サービ
ス（介護保険施設および地域密着型介護老人福祉施設）
や短期入所サービスを利用したとき、食費・部屋代につ
いて補足給付として特定入所者介護（予防）サービス費
が支給されます。

１ 概要

被保険者には・・限度額が設定される（自己負担が軽減）
事業者には・・差額が保険者から支払われる

結果として



介護保険負担限度額認定制度について

※１･･･世帯
本人が属する住民基本台帳上の世帯（配偶者が別にいる場合、その配偶者を含めます）

※２･･･預貯金等
第２号被保険者は段階に関わらず１,０００万円（配偶者がいる場合は２,０００万円）以下
※３･･･その他の合計所得金額

合計所得金額（＊）から公的年金等にかかる雑所得を差し引いた金額
＊合計所得金額･･･税法上の合計所得金額から公的年金等控除額等の見直しによる影響を考慮し、さらに土地や建物の売却に係る短期・長期譲
渡所得の特別控除額を差し引いた金額

負担限度額（日額表）

（特養等） （老健・医療院等）

（6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで）

320円 490円 490円 820円
（6年8月から） （6年8月から） （6年8月から） （6年8月から）

380円 550円 550円 880円
（6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで）

370円 420円 490円 490円 820円
（6年8月から） （6年8月から） （6年8月から） （6年8月から） （6年8月から）

430円 480円 550円 550円 880円
（6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで）

370円 820円 1,310円 1,310円 1,310円
（6年8月から） （6年8月から） （6年8月から） （6年8月から） （6年8月から）

430円 880円 1,370円 1,370円 1,370円
（6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで）

370円 820円 1,310円 1,310円 1,310円
（6年8月から） （6年8月から） （6年8月から） （6年8月から） （6年8月から）

430円 880円 1,370円 1,370円 1,370円
第
4
段
階

上記以外の方

第
3
段
階
②

市民税非課税世帯で、本人の「公的年金等
収入額と非課税年金収入額とその他の合計
所得金額」の合計が年間120万円超で、本
人の預貯金等の合計額が500万円（配偶者
がいる場合は、夫婦の合計額が1,500万
円）以下の方

1,360円 1,300円

0円 300円

390円 600円

第
3
段
階
①

市民税非課税世帯で、本人の「公的年金等
収入額と非課税年金収入額とその他の合計
所得金額」の合計が年間80万円超の120万
円以下で、本人の預貯金等合計額が550万
円（配偶者がいる場合は、夫婦の合計額が
1,550万円）以下の方

650円 1,000円

部屋代 食費
対象者段階

・第４段階には負担限度額が設けられていません。
・食費や部屋代は施設との契約によって決まります。

第
1
段
階

・生活保護等を受給されている方
・市民税非課税世帯(※1)で老齢福祉年金
を受給されていて本人の預貯金等(※2)の
合計額が1,000万円（配偶者がいる場合
は、夫婦の合計額が2,000万円）以下の方

第
2
段
階

ユニット型
個室的多床室

多床室
従来型個室 ユニット型

個室
施設入所 短期入所

市民税非課税世帯で、本人の「公的年金等
収入額と非課税年金収入額とその他の合計
所得金額(※3)」 の合計が年間80万円以下
で、本人の預貯金等の合計額が650万円
（配偶者がいる場合は、夫婦の合計額が
1,650万円）以下の方

300円



介護保険負担限度額認定制度について

２ 対象となるサービス

○施設サービス（介護保険施設および地域密着型介護老人福祉施設）
・特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院

○短期入所サービス
・（介護予防）短期入所生活介護、（介護予防）短期入所療養介護

これらを利用した場合の 食費・部屋代



介護保険負担限度額認定制度について

３ 対象者

要介護認定者、要支援認定者のうち、下記の方が対象となります。
１ 市民税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給されている方
２ 生活保護等を受給されている方
３ 境界層該当者（境界層措置を受ければ生活保護を必要としな

い方）

４ 市民税非課税世帯（別世帯の配偶者を含む）に属し、かつ本
人の資産の合計額が基準額以下の方（配偶者がいる場合は、
基準額に1,000万円上乗せをする）

４ について詳細は次のスライドで



介護保険負担限度額認定制度について

※１ 世帯とは本人が属する住民票基本台帳上の世帯のことを指します。ま
た、配偶者が別世帯にいる場合、その配偶者を含めます。

※２ 配偶者には、民法上、他の親族の扶養義務よりも強い生活保持義務が
あると解されていることに因り、世帯分離がされて非課税世帯となった
被保険者の場合でも、課税されている配偶者が存在する場合は負担限度
額認定証の対象にはなりません。

４ 市民税非課税世帯※１（別世帯の配偶者※２を含む）に属し、
かつ本人の資産の合計額が基準額以下の方（配偶者がいる場合は、
基準額に1,000万円上乗せをする）

３ 対象者



介護保険負担限度額認定制度について

４ 市民税非課税世帯（別世帯の配偶者を含む）に属し、かつ本
人の資産の合計額が基準額以下の方（配偶者がいる場合は、基準
額に1,000万円上乗せをする）

※１･･･世帯
本人が属する住民基本台帳上の世帯

（配偶者が別にいる場合、その配偶者を
含めます）

※２･･･預貯金等
第２号被保険者は段階に関わらず１,００
０万円（配偶者がいる場合は２,０００万
円）以下

※３･･･その他の合計所得金額
合計所得金額（＊）から公的年金等に

かかる雑所得を差し引いた金額
＊合計所得金額･･･税法上の合計所得金額
から公的年金等控除額等の見直しによる
影響を考慮し、さらに土地や建物の売却
に係る短期・長期譲渡所得の特別控除額
を差し引いた金額

負担限度額（日額表）

（特養等） （老健・医療院等）

（6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで）

320円 490円 490円 820円
（6年8月から） （6年8月から） （6年8月から） （6年8月から）

380円 550円 550円 880円
（6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで）

370円 420円 490円 490円 820円
（6年8月から） （6年8月から） （6年8月から） （6年8月から） （6年8月から）

430円 480円 550円 550円 880円
（6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで）

370円 820円 1,310円 1,310円 1,310円
（6年8月から） （6年8月から） （6年8月から） （6年8月から） （6年8月から）

430円 880円 1,370円 1,370円 1,370円
（6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで）

370円 820円 1,310円 1,310円 1,310円
（6年8月から） （6年8月から） （6年8月から） （6年8月から） （6年8月から）

430円 880円 1,370円 1,370円 1,370円
第
4
段
階

上記以外の方

第
3
段
階
②

市民税非課税世帯で、本人の「公的年金等
収入額と非課税年金収入額とその他の合計
所得金額」の合計が年間120万円超で、本
人の預貯金等の合計額が500万円（配偶者
がいる場合は、夫婦の合計額が1,500万
円）以下の方

1,360円 1,300円

0円 300円

390円 600円

第
3
段
階
①

市民税非課税世帯で、本人の「公的年金等
収入額と非課税年金収入額とその他の合計
所得金額」の合計が年間80万円超の120万
円以下で、本人の預貯金等合計額が550万
円（配偶者がいる場合は、夫婦の合計額が
1,550万円）以下の方

650円 1,000円

部屋代 食費
対象者段階

・第４段階には負担限度額が設けられていません。
・食費や部屋代は施設との契約によって決まります。

第
1
段
階

・生活保護等を受給されている方
・市民税非課税世帯(※1)で老齢福祉年金
を受給されていて本人の預貯金等(※2)の
合計額が1,000万円（配偶者がいる場合
は、夫婦の合計額が2,000万円）以下の方

第
2
段
階

ユニット型
個室的多床室

多床室
従来型個室 ユニット型

個室
施設入所 短期入所

市民税非課税世帯で、本人の「公的年金等
収入額と非課税年金収入額とその他の合計
所得金額(※3)」 の合計が年間80万円以下
で、本人の預貯金等の合計額が650万円
（配偶者がいる場合は、夫婦の合計額が
1,650万円）以下の方

300円

３ 対象者



介護保険負担限度額認定制度について

４ 負担限度額及び基準費用額

※１･･･世帯 本人が属する住民基本台帳上の世帯（配偶者が別にいる場合、その配偶者を含めます）
※２･･･預貯金等 第２号被保険者は段階に関わらず１,０００万円（配偶者がいる場合は２,０００万円）以下
※３･･･その他の合計所得金額 合計所得金額（＊）から公的年金等にかかる雑所得を差し引いた金額
＊合計所得金額･･･税法上の合計所得金額から公的年金等控除額等の見直しによる影響を考慮し、
さらに土地や建物の売却に係る短期・長期譲渡所得の特別控除額を差し引いた金額

負担限度額（日額表）

（特養等） （老健・医療院等）

（6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで）

320円 490円 490円 820円
（6年8月から） （6年8月から） （6年8月から） （6年8月から）

380円 550円 550円 880円
（6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで）

370円 420円 490円 490円 820円
（6年8月から） （6年8月から） （6年8月から） （6年8月から） （6年8月から）

430円 480円 550円 550円 880円
（6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで）

370円 820円 1,310円 1,310円 1,310円
（6年8月から） （6年8月から） （6年8月から） （6年8月から） （6年8月から）

430円 880円 1,370円 1,370円 1,370円
（6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで） （6年7月まで）

370円 820円 1,310円 1,310円 1,310円
（6年8月から） （6年8月から） （6年8月から） （6年8月から） （6年8月から）

430円 880円 1,370円 1,370円 1,370円
第
4
段
階

上記以外の方

第
3
段
階
②

市民税非課税世帯で、本人の「公的年金等
収入額と非課税年金収入額とその他の合計
所得金額」の合計が年間120万円超で、本
人の預貯金等の合計額が500万円（配偶者
がいる場合は、夫婦の合計額が1,500万
円）以下の方

1,360円 1,300円

0円 300円

390円 600円

第
3
段
階
①

市民税非課税世帯で、本人の「公的年金等
収入額と非課税年金収入額とその他の合計
所得金額」の合計が年間80万円超の120万
円以下で、本人の預貯金等合計額が550万
円（配偶者がいる場合は、夫婦の合計額が
1,550万円）以下の方

650円 1,000円

部屋代 食費
対象者段階

・第４段階には負担限度額が設けられていません。
・食費や部屋代は施設との契約によって決まります。

第
1
段
階

・生活保護等を受給されている方
・市民税非課税世帯(※1)で老齢福祉年金
を受給されていて本人の預貯金等(※2)の
合計額が1,000万円（配偶者がいる場合
は、夫婦の合計額が2,000万円）以下の方

第
2
段
階

ユニット型
個室的多床室

多床室
従来型個室 ユニット型

個室
施設入所 短期入所

市民税非課税世帯で、本人の「公的年金等
収入額と非課税年金収入額とその他の合計
所得金額(※3)」 の合計が年間80万円以下
で、本人の預貯金等の合計額が650万円
（配偶者がいる場合は、夫婦の合計額が
1,650万円）以下の方

300円

国の定める基準費用額（日額）

食費

令和６年７月まで 令和６年８月から

特養等 855円 915円

老 健 ・医
療院等

377円 437円

従 来 型
個室

特養等 1,171円 1,231円

従 来 型
個室

老 健 ・医
療院等

1,668円 1,728円

1,668円 1,728円

2,006円 2,066円

1,445円

部屋代

多床室

ユニット型個室的多
床室
多床室ユニット型個
室



介護保険負担限度額認定制度について

５ 特定入所者介護サービス費等の支給までの流れ

〇被保険者が補足給付を受けるためには、区役所に申請を行い、
利用者負担段階第１・第２・第３段階①・第３段階②のいずれか
に該当のうえ、介護保険負担限度額認定証（以下、「認定証」と
言います。）の交付を受ける必要があります。（第４段階は食
費・部屋代を全額負担します。）

①負担限度
額認定申請

②負担限度額
認定証交付 保険者利用者



介護保険負担限度額認定制度について

５ 特定入所者介護サービス費等の支給までの流れ

〇事業所等は、被保険者から認定証の提示があった場合は、認定
証に記載の「適用期間」については、「負担限度額」を上回らな
い金額を被保険者に対して請求します。横浜市は、国保連審査後
の給付実績を基に特定入所者介護サービス費等の振込を行います
（審査月の約２か月後）（一部例外あり）。

事業所等

③負担限度額認定証を提示

④負担限度額まで徴収 ⑥保険給付

⑤負担限度額と基準
費用額の差額請求

保険者利用者



介護保険負担限度額認定制度について

６ 特定入所者サービス費について

特定入所者
介護サービ
ス費

＝ 食費の
基準費
用額

食費の
負担限
度額

－ ＋ 居住費
の基準
費用額

居住費
の負担
限度額

－

支給額 ➡ 食費・居住費のそれぞれについて、
基準費用額から所得段階や居室環境に応
じた負担限度額を差し引いた額の合計

※ただし、実際の費用が、基準費用額より低い場合は、当該費用額と限度額の差



介護保険負担限度額認定制度について

７ 負担限度額認定証について

施設入所時の食費の負担限度額が
「食費」の横に記載され、ショート
ステイ利用時の食費の負担限度額が
「短期入所」の横に記載されます。

８月１日から翌年７月31日まで有効
※新規の場合、申請日の属する月の１日から
有効

〇年次更新
５月中旬に区役所から勧奨通知を送付

医療院等）



介護保険負担限度額認定制度について

８ 最後に

横浜市総合案内パンフレット（ハートページ）

▶サービスの利用者負担について P35.36

参考URL
横浜市・近隣の介護と介護保険の情報なら
【ハートページナビ 横浜市版】 (heartpage.jp)

https://www.heartpage.jp/yokohama

	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39

